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Ⅰ．部会の目的 

 

 １．部会の役割等 

「復興産業等拠点部会」は、復興産業拠点の整備等、町での事業再開、新

産業創出等に関心のある部会員で構成されており、東日本大震災及び福島第

一原子力発電所事故から４年以上が過ぎた中、双葉町復興まちづくり計画

（第一次）に基づき、避難先における町民一人一人の生活再建と町民のきず

なの維持・発展に関する取組や、町の復興に向けたビジョンとして策定され

た「双葉町復興まちづくり長期ビジョン」に書かれた施策の具現化に関して、

基本的な方向性を見出し、双葉町復興町民委員会へ報告することを任務とし

ております。 

また、再生可能エネルギーに係る取組みや、農業再生に係るプロジェクト

について集中的に議論するため、部会の下部組織として、これらの取組みに

特に関心の高い部会員により構成される「新産業創出分科会」を設け、再生

可能エネルギーや農業関係プロジェクトの専門家で組織される「再生可能エ

ネルギー活用・推進プロジェクト勉強会」からの報告を受けながら、再生可

能エネルギー・農業再生に係る事項についても議論を行いました。 

全５回の復興産業等拠点部会及び全３回の新産業創出分科会において、各

施策について、「現在の町の取組」「現状と課題」を確認した上で、町民の関

心事の洗い出しを行い、具体的な課題を整理しました。その上で、今後強化

すべき取組の方向性について、部会としてとりまとめましたので、次のとお

り報告いたします。 

今後は、この部会最終報告をもとに、双葉町復興町民委員会において最終

的な検討を行っていただき、非常に厳しい状況におかれている双葉町の復興

の推進が加速される提言を行っていただきますよう強く希望いたします。 

 

 ２．部会と分科会の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興町民委員会 

復興産業等拠点部会 高齢者等福祉部会 町民コミュニティ部会 

新産業創出分科会 

再生可能エネルギー活用 
・推進プロジェクト勉強会 
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Ⅱ．検討の経緯 

【部会】 

部会は、双葉町いわき事務所２階大会議室を会場に、各回ともワークショッ

プ形式で進行しました。各回における主な検討内容は次のとおりです。 

 

回 開催日時 主な検討内容 
出席 

委員 

第１回 ８月２６日(水) 

１３：００ 

～１６：００ 

・委嘱状交付、出席者紹介、趣旨説明 

・部会長及び副部会長選任 

・ワークショップ「復興まちづくり計

画（第一次）に基づく事業計画（実

施計画）や復興まちづくり長期ビジ

ョンをふまえて、産業の復興、就業

者支援、事業・営農の再開への取組

やふるさとのまちづくりなどについ

て、現在の課題や解決策を考える」 

１２名 

第２回 ９月２８日(月) 

１３：００ 

～１６：００ 

・ワークショップ「出し合った課題に

ついて、議論を深めるテーマを決

め、課題や解決策を考える」 

 ８名 

第３回 １０月２９日(木) 

１３：００ 

～１６：００ 

・ワークショップ「復興産業拠点のか

たちと、新市街地ゾーンのあり方を

考える」 

 ７名 

第４回 １１月２５日(水) 

１３：００ 

～１６：００ 

・「中野地区復興産業拠点基本構想図

（案）について」を議論 

・「ＪＲ双葉駅西新市街地ゾーンの整

備の進め方（案）について」を議論 

・新産業創出分科会から検討結果報告

を受け、議論 

１０名 

第５回 １２月 ８日(火) 

１３：００ 

～１６：００ 

・最終報告書(案)の確認 ９名 
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【分科会】 

分科会は、双葉町いわき事務所２階大会議室を会場に、各回ともワークショッ

プ形式で進行しました。各回における主な検討内容は次のとおりです。 

 

回 開催日時 主な検討内容 
出席 

委員 

第１回 ９月 ７日(月) 

１３：００ 

～１６：００ 

・分科会長及び副分科会長選任 

・出席者紹介、趣旨説明 

・ワークショップ「両竹・中野地区の

農業再生と再生可能エネルギーに

ついて検討する」 

７名 

第２回 １０月１９日(月) 

１３：００ 

～１６：００ 

・ワークショップ（下記テーマ） 

「再生可能エネルギーと農業との関係」 

（再生可能エネルギーの活用方針） 

「農業、再エネ、雇用の組合せイメージ」 

 （農地の活用方針） 

「事業の運営イメージ」 

（地域とのかかわり、働く場の創出） 

 ７名 

第３回 １１月１３日(金) 

１３：００ 

～１５：００ 

・ワークショップ「再生可能エネルギー・

農業再生モデルゾーン構想計画

（分科会案）のまとめ」 

 ６名 

 

  また、１０月２１日（水）、１０月２２日（木）の１泊２日で、白河ソーラー

シェアリング発電所、福島空港メガソーラー、Ｋふぁーむ（本宮市）、グリー

ン発電会津、会津富士加工、とまとランドいわきを訪れ、先進事例視察を行

いました。 
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Ⅲ．検討の対象となるテーマ 

 

  復興産業等拠点部会では、平成２７年８月２６日～同１２月８日の間、５

回にわたって会議を開催し、双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事

業計画(実施計画)に記載されている町内・町外の取組、双葉町復興まちづく

り長期ビジョンに記載されている復興着手期（５～１０年後）の町内での取

組を主な検討テーマとして議論を深めました。 

特に、復興着手期における取組項目の中で、「再生可能エネルギー拠点の形

成」及び「農業再生モデル事業の実施」については、部会とは別に「新産業創

出分科会」を設置し、３回にわたって具体的な整備方策を協議しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．ふるさとの荒廃を防ぎ、

ふるさとへの想いをつ

なぐ取組 

・一時帰宅の改善 

・墓参への支援 

２．ふるさとへの帰還と双

葉町の再興に向けた

取組 

・除染（放射線量の低減） 

・津波被災地域のインフラ復旧 

１．町民一人ひとりの生活

再建の実現に向けた

取組 

（Ａ）双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画(実施計画)に記載さ

れている取組内容（町内での取組） 

（Ｂ）双葉町復興まちづくり計画(第一次)に基づく事業計画(実施計画)に記載さ

れている取組内容（町外での取組） 

・事業再開支援・雇用の確保 

・「双葉町町外拠点」等における事業再開

支援・雇用の確保 
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１．復興産業拠点（新産業

創出ゾーン）について 

・復興着手期（5～10年後）における

町内での取組 

・中野地区・復興産業拠点のかたちに

ついて 

（Ｃ）双葉町復興まちづくり長期ビジョンに記載されている内容の具体化 

■復興着手期（5～10年後）における町内での取組 

２．ＪＲ双葉駅西・新市街

地ゾーンのありかた

について 

・ＪＲ双葉駅西・新市街地ゾーンの整

備の進め方について 

３．再生可能エネルギー・

農業再生モデルゾー

ンについて 

・両竹・浜野地区復興拠点と再生可能

エネルギー・農業再生モデルゾーン基

本構想（分科会案）の作成 

＜新産業創出分科会＞ 
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Ⅳ．基本的な方向性 
 

（Ａ）双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）

に記載されている取組（町内での取組） 

 

１．ふるさとの荒廃を防ぎ、ふるさとへの想いをつなぐ取組 

双葉町の荒廃を防ぎ、ふるさとへの想いをつないでいくためには、町の復

旧・復興と並行し、「日帰り」→「二地域居住」→「定住（完全な帰還）」と、

双葉町への帰還を段階的に進めていくことが必要であると考えられる。 

まずは、一時帰宅の改善等を通じて、「日帰り」を推進する。そのために

は、町民が一時帰宅の際に立ち寄れる滞在・交流施設等の整備を進めること

が有効である。この点、長期ビジョンにおいて「町民の一時帰宅の際の滞在・

交流施設等としても活用」することとされている「（仮称）産業交流センタ

ー」を早期に整備し、町民の憩いの場としていくことが考えられる。実際に

ふるさとへ戻り、そこで双葉町民に出会い、会話を交わす。こうしたことが、

ふるさとへの思いと町民同士のきずなをつないでいく上で重要な役割を果

たすと考えられる。 

次に、「二地域居住」を推進していく。長い避難生活により、避難先でも

新しいコミュニティが形成されている町民がほとんどである中、ある日を境

に双葉町へ一斉に戻るよう促しても、現実的ではないと考えられる。そこで、

まずは、避難先地域に住みながら双葉町に通う、「二地域居住」が重要な選

択肢となるものと考えられる。「二地域居住」を進める上では、双葉町内に

おける町民の雇用の場の整備等、双葉町が「通い」の目的地となるよう取り

組んでいくことが求められる。 

そして、最終的に双葉町への「定住（完全な帰還）」を目指していく。町

民が徐々に双葉町に戻る中で、並行して、生活に必要なインフラや、産業拠

点の更なる充実を進める。こうした取組みにより、町への帰還が十分に進み、

元の町民や、その子ども・孫の笑顔が溢れる町並みが戻ってきたとき、定住

を希望して町に戻る人がさらに増え、双葉町の真の復興がなされていくと考

えられる。 

 

双葉町への想いを繋いで行く上での当面の支援として、墓地について、引

き続き定期的な除草を続けて行くべきである。一方、今後の新たな墓地整備

については、墓地の所有者の全員が必ずしも双葉町民ではなく、町民も全国

に分散している中、協議の場を設けること自体が非常に困難であるため、墓

地整備に関する意向調査を実施し、今後の双葉町におけるお墓の再建方針に

係る検討を行うことが考えられる。 
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２．ふるさとへの帰還と双葉町の再興に向けた取組 

  町の復興を進める上での第一歩は「除染」であり、除染が終了しない状況

ではできることが限られてしまう。できることから少しでも早く取組み、パ

イオニアとなりうる双葉町民が活躍できる場所（就労場所や居住場所等）を

作り出していくためには、町の復興の拠点となる区域について、早期に除染

を進めていく必要がある。 

  一般国道６号等、町の骨格となるインフラの除染・整備を進め、双葉町の

復興の姿を町民に見せることが、町民に勇気を与えることに繋がる。町へ帰

還する町民は、最初は一部かもしれないが、同じ双葉町民が町に帰還し、そ

こで生活をしている姿を見る中で、町への帰還が徐々に進んでいくことが期

待される。  

 

 

 

 

  

【関連する部会員からの意見】 

《一時帰宅の改善》 

・最初は避難先地域に住みながら、双葉に通う二地域居住を始めてみる。 

《墓参への支援》 

・双葉から引っ越していった人のお墓をどうするのか。 

【関連する部会員からの意見】 

《除染（放射線量の低減）等》 

安心して仕事・生活ができるように、除染を早くしてほしい。 

除染など、できることを早くやる。 

・双葉町のまちづくりは、現状復旧ではなく、新たな開拓のつもりで

取り組む必要がある。 

 

《津波被災地域のインフラ復旧》 

復旧が進むと高速道路もインターチェンジが混雑する恐れがある。 

国道 6 号線付近から復興してほしい。ガソリンスタンド、食事でき

る場所、機械の修理対応できる場所など。 

国道 6号線の車線が足りない。 
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（Ｂ）双葉町復興まちづくり計画（第一次）に基づく事業計画（実施計画）

に記載されている取組内容（町外での取組） 

 

１．町民一人一人の生活再建の実現に向けた取組 

  福島県内の避難先で事業再開をするに当たって、特に農業については、い

わゆる「風評被害」が大きな障害となっている。風評被害の払拭に向け、全

国の学校等で福島県の現状や放射線に関する教育を進めるとともに、関連す

る情報を全国のマスコミで流す等、国民に周知をしていくことが必要である。 

  また、働く意欲の回復に関する支援を求める意見も多かった。高齢者等福

祉分野や町民コミュニティ分野との連携を図りつつ、仕事を通じた高齢者等

への支援の仕組みの構築について検討を進める必要がある。 

  
【関連する部会員からの意見】 

《事業再開支援・雇用の確保》 

・風評被害で消費者が福島産を買わない。 

福島の情報は県内ではたくさん流れているが、県外では流れてい

ない。 

放射線に対する不安感・受止め方が震災直後のままで変わってい

ない。 

風評被害をなくすため、全国の学校等で教育を進める必要がある。 

全国に放射線の状況をもっと流してほしい。 

 

《「双葉町町外拠点」等における事業再開支援・雇用の確保》 

復興公営住宅に入り、共同店舗をやるためにはお金の問題が大きい

ので、建物を整備し、賃料も補助してほしい。 

町にお願いしたいのは、避難している人の精神的なフォロー。特に、

働く喜びを皆に与えてほしい。 

避難者の精神的なケアとして、年配の方でもできる手仕事（草むし

り等）を提供してはどうか。手仕事で商品を作ってネット販売を行

うのもよい。働く意欲を持たせるとともに、収入を得る楽しみを与

える取組みが必要だ。 
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（Ｃ）双葉町復興まちづくり長期ビジョンに記載されている内容の具体化 

 

１．復興産業拠点（新産業創出ゾーン）について 

 

■復興着手期（5～10年後）における町内での取組 

双葉町の復興を進める上では、まずは双葉町に雇用の場を創出すること 

が重要である。この役割を中心となって担うのが、復興産業拠点（新産業創

出ゾーン）である。 

復興産業拠点に企業を誘致するにあたっては、当初は、廃炉関係の産業 

施設や研究施設などが中心となると考えられる。国としても主体的に誘致す

るとともに、公害問題などが発生しないよう、十分な環境対策を行うべきで

ある。町内事業者の事業再開のための用地をニーズに合わせて確保した上で、

大学のサテライトキャンパスのような産学連携施設や、民間事業者の事業所

の誘致を積極的に進めていく必要がある。 

誘致を進める上では、立地のメリットを提示していくことが必要である 

と考えられる。現時点では、初期費用に対する補助は一定の仕組みがあるが、

運営費については具体的な補助制度がない。他の補助事例等を研究・検討の

上、運営費補助の必要性についても国等に訴えていくことが必要だ。 

 

一方、当面の復興の拠点となる復興産業拠点には、産業団地としての機 

能だけでなく、町民のきずなの維持や、双葉町への人の流れを創出するとい

う役割も求められる。「（仮称）産業交流センター（町民の憩いの場としての機

能も持つ施設）」・アーカイブセンター・公園等の整備を行い、花や植栽等も

充実させることで、憩いの場や安らぎの空間をつくっていくことが同時に求

められる。 

復興産業拠点において、一時滞在で訪れている住民を対象とする交流イベ

ントを開催する等の取組みにより人のにぎわいを生み、さらに、復興祈念公

園に訪れた人が、復興産業拠点に立ち寄るという好循環を生んでいく。こう

した取組みによって、復興産業拠点を、「双葉町の復興のシンボル」にして

いくことが重要である。 

  
【関連する部会員からの意見】 

《インフラの復旧・整備》 

井手長塚線の整備をしてほしい（今は狭い）。 

復興インターチェンジから復興拠点までの道を整備することが必要だ。 

・広い道路が必要だ。 
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【関連する部会員からの意見】 

《廃炉・再処理施設》 

廃炉に向けた施設を早く誘致すべきだ。 

公害の出ない廃棄物処理施設を誘致する。 

資材置き場になるのではないか。 

研究施設を誘致する。 

・雇用者や復興祈念公園に訪れた人のための大規模な駐車場が必要だ。 

 

《生活関連施設》 

町民向けの一時休憩施設や温浴施設があれば、町民の交流イベント

もできる。 

ガソリンスタンド、飲食店、コンビニエンスストアなどは地元商業

者が出店するのが良い。 

企業のＰＲ館や福利厚生施設。 

双葉の復興のシンボルとなる施設を設け、その中に双葉の復興の未

来を描いた展示をしてはどうか。 

 

《魅力ある景観づくり》 

現在のまちの風景があまりにも昔と違うので、イメージがわかない。

そこで事故のイメージの払拭と双葉の再生のイメージを形成する。 

産業拠点に花卉を植栽し、美しい景観をつくる。 

 

《企業立地の支援制度》 

国の特区制度等を活用して、進出企業に対する税制面の優遇などの

メリットを用意する。 

地元中小企業の進出支援として、共同建物を整備して提供するとと

もに、融資やグループ補助金等の支援を実施する。 

高校などで若者人材を募集しても、両親が双葉で働くことを認めよ

うとしない。人材を確保するため、安全な生活環境を準備し、給与・

手当を充実させるなどの工夫が必要。 

 

《復興産業拠点の発展・拡張》 

産業立地が進んで、雇用を生んでほしい。 

企業誘致活動は国が責任を持ってやるべき。 

ロボットなど先端産業や、医療・機能性食品等の新産業を誘致する。 

物資の保管、積み替えなどの機能を担う物流施設を誘致して、安い

賃料で貸し出して利用者を確保する。 



11 

■中野地区・復興産業拠点のかたちについて 

  第１回・第２回の部会で出された意見や、復興まちづくり長期ビジョンの

内容を踏まえつつ、第３回部会において、２グループに分かれ、復興産業拠

点のイメージ作成を行った。 

 

※この際に部会員から出された、土地利用方針以外の事項に係る意見につ

いては、Ｐ11 にまとめて記載 

 

【グループＡ】  

 

模式図 

 

 

【グループＢ】  

 

模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

海

側

駅

側

海

側
駅

側

（凡例） 

黄色：産業交流センター（食堂、売店、コンビニ等） 

橙色：アーカイブセンター 

青色：産業関連施設 

桃色：地場産業関連施設（共同事業所等） 

緑色：緑地等の景観施設 

灰色：その他の施設（ガソリンスタンド、コンビニ等） 
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いずれのグループも、以下の点について意見がほぼ共通していた。 

  

・産業交流センター（食堂、売店、コンビニ等含む）とアーカイブセンター

は、復興祈念公園との連携を考え、地域の北東部に立地。 

 ・産業関連施設（工業団地等）は、廃炉関連企業が多く立地することが想定

されるため、地域の南部、第一原子力発電所寄りに立地。 

 ・地場産業関連施設（共同事業所）は、地域の西部、町中心部（双葉駅方面）

に近い方に立地。 

  ・「周辺に、公園等仕事終わりに心休まる場所が必要」、「花卉を植栽する等、

景観への配慮が必要」。 

 

このイメージに、技術的な視点として、事務局から施設の規模感、地区内

の動線（道路）、汚水処理施設、調整池等について補足を受け、第４回・第

５回の部会での議論を経て、次の通り「中野地区復興産業拠点の整備イメー

ジ（部会案）」を取りまとめた。 
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２．ＪＲ双葉駅西・新市街地ゾーンのありかたについて 

 

  町の本格的な復興を早期に推進するためには、雇用の場となる復興産業拠

点との連携を考えながら、住宅用地の確保を早期に図っていくことが必要で

ある。それには、まとまった町有地があることにより事業実施が相対的に容

易であり、住宅用地として比較的早く整備を進めることが可能な双葉駅の西

側の駅近辺から着実に整備を進めていくことが現実的である。 

町の復興を進める上での第一歩は「除染」であり、除染が終了しない状況

ではできることは限られてしまう。このため、まずは線量が相対的に低い駅

西側の駅近辺から除染を開始し、駅の西側に住宅地の整備を進め、併せて医

療・福祉施設、商業施設、公共施設等が整備できる環境を整え、復興の基礎

作りを早期に行う必要がある。 

しかしながら、ＪＲ双葉駅西・新市街地ゾーン単体で、復興の姿を考えるこ

とはできない。双葉町の中心であった「まちなか再生ゾーン」をはじめ、各種

ゾーンとの連携を考えながら、バランスよく町の復興を図っていく必要がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   これらの部会での意見や復興まちづくり長期ビジョンの内容を踏まえ、

部会の第４回・第５回の最終的な議論を経て、次の通り「ＪＲ双葉駅西新

市街地ゾーンの整備の進め方イメージ（部会案）」を取りまとめた。 

【関連する部会員からの意見】 

《ＪＲ双葉駅西に必要な機能》 

・医療・福祉施設 

・公営住宅、分譲地 

・商業・サービス 一体型の商業施設（運営は地元がする） 

・公共施設 

・コンパクトシティ 
 

《まちなか再生ゾーン（ＪＲ双葉駅東）に必要な機能》 

公共施設 

金融機関 

・川越のようなレトロな商店街 
 

《除染》 

早めの除染で安心して住めること、暮らせることが大事である。 

・一番大切なことは人が住めること。まず住宅の場所の確保、人が住

めばおのずと人の生活に必要なものができてくる。 

・中野地区とあわせて、新市街地ゾーンも同時に除染してほしい。 
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改
訂
）
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、
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の
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興
の
絵
姿
等
を
踏
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え
、
引
き
続
き
地
元
と
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も
に
検
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を
深
め
て
い
く
。

  
こ
の
中
で
、
放
射
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量
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低
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る
地
域
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示
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直
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ま
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同
区
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に
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興
に
不
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欠
な
広
域
的
イ
ン
フ
ラ
や
復
興
拠
点

に
お
け
る
個
別
の
除
染
及
び
廃
棄
物
処
理
を
含
む
復
旧
・
復
興
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
復
興
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
・
生
活
環
境
整
備
と
い
う
公
共
事
業
的
観
点
か
ら
地
域
再
生
に
向
け
た
も
の
と
し
て
実
施
す
る
。
  



16 

３． 再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーンについて 

 

新産業創出分科会からの報告をもとに、「再生可能エネルギー・農業再生モ

デルゾーン構想計画（部会案）」（別冊）をとりまとめた。 

計画の概要は、次ページの「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーンの

整備イメージ（部会案）」のとおりである。 
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Ⅴ．部会員・分科会員名簿 

復興産業等拠点部会員名簿 

 区  分 氏  名 備 考 

１ 農 業 関 係 者 木 幡 敏 郎 部 会 長 

２ 町 内 商 工 業 関 係 者  伊 藤 哲 雄 副 部 会 長 

３ 両 竹 地 区 関 係 者  齊 藤 六 郎 副 部 会 長 

４ 双 葉 町 商 工 会  髙 野 利 彦  

５ 双 葉 町 商 工 会 青 年 部 志 賀  大  

６ 双 葉 町 商 工 会 女 性 部 吉 田 岑 子  

７ 町 内 商 工 業 関 係 者  澤 上  敬  

８ 町 内 商 工 業 関 係 者  松 本 正 道  

９ 町 内 商 工 業 関 係 者  眞 柄 正 洋  

10 町 内 商 工 業 関 係 者  福 田 一 治  

11 農 業 関 係 者 髙 田 喜 寿  

12 農 業 関 係 者 小 川 貴 永  

13 農 業 関 係 者 吉 田 晴 男  

14 観 光 部 門 関 係 者  岡 田 秀 樹  

15 浜 野 地 区 関 係 者  西 原 信 正  

 
 

新産業創出分科会員名簿 

 区  分 氏  名 備 考 

１ 農 業 関 係 者 小 川 貴 永 分 科 会 長  

２ 町 内 商 工 業 関 係 者  福 田 一 治 副分科会長 

３ 町 内 商 工 業 関 係 者  伊 藤 哲 雄  

４ 町 内 商 工 業 関 係 者  眞 柄 正 洋  

５ 農 業 関 係 者 木 幡 敏 郎  

６ 農 業 関 係 者 吉 田 晴 男  

７ 地 区 関 係 者 西 原 信 正  

８ 地 区 関 係 者 齊 藤 六 郎  
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Ⅵ．復興産業等拠点部会での活動を終えて 

 

  第５回の部会において最終報告書の取りまとめを終え、部会員が全５回の

活動を振り返り、各々の感想をまとめました。 

 
 

 双葉町の復興は、周りの町村と比べても一番遅れている感が否めません。

早く進めなければ、よその町村から取り残されてしまうと思うので、早

く復興を進めていただきたいと思います。 

 
 

 双葉町がきちんとした道筋で、一日でも早く元の生活に戻れるようにし

ていくことが一番大切だと思うので、自分も微力ですがご協力させてい

ただきます。 

 
 

 今は双葉町に戻りたいと思っている町民も、10年先はどう思っているかわ

からないと思います。避難先での生活が安定してくれば、双葉町に対する

町民の意識が薄れていくのではないでしょうか。若い世代が戻らないと、

町として機能しないので、町役場には対策を考えていただきたいと思い

ます。 

 
 

 震災後は自分の再出発だけで精いっぱいで、町のことまで考えることがで

きない状況でしたが、部会で皆さんの意見を聞いて勉強になりました。若

い人が町に戻っていろいろできるように、皆さんと取り組んでいきたいと

思います。 

 
 

 部会では最初、何を話したらよいのか迷いましたが、参加している中で自

分の考えがどんどん変わっていきました。最終的に、このすばらしい報告

書ができましたが、絵に描いた餅にならないよう、迅速に進めていただき

たいと思います。 

 
 

 震災後、自分の会社もなかなか経営がうまくいかない状況なのに、部会員

になり、自分に議論ができるのかなと思いました。しかし、全 5回を終え

て、大変勉強させてもらいました。 
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 とても分かりやすい会議であり、いい意見が沢山出たと思います。商工会

の会員は、県内・県外が半々程度で分散している状況ですが、みなさんが

商店や事業所のことを考えてくれていることについて、大変ありがたく思

いました。再開しているのは、ほとんどが工業部門で、商業部門はわずか

です。双葉町に一日も早く戻って、商業部門も再開できるようになればと

思っています。 

 
 

 5年 10年の期間ではなく、平成 29年の避難区域等の再編などを見据え、

除染など、スピーディに進めていただきたいと思います。「双葉町は変わっ

たな」と思えるようなイメージアップを図れば、双葉町に足を運んでもら

えると思います。 

 
 

 町に帰れることを期待している人は少ないと感じていました。また、この

部会も、正直、無駄なことになるのではないかという気持ちがありました。

しかし、この会議の一つ一つが勉強の場でありました。他の町村を見ると、

年配者は戻るが、若者は戻らない状況になっています。双葉町はより厳し

い状況であり、復興は険しく長い道のりですが、取り組めば道のりが少し

は短縮されることがわかりました。子供たちからの学校便りなどを読むと、

双葉町のことを思っていることが良く伝わってきます。私たちもがんばら

ないといけないし、国・県にももっと頑張っていただきたいと思います。 


